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令和７年８月１４日（木）に不動産システムの最新版をアップデートしました。 

アップデートの内容は以下のとおりです。 

 

１．根抵当権移転（分割譲渡）登記 

 

 根抵当権移転（確定前）の分割譲渡のオンライン申請書作成で、根抵当権の表示の項目が申請書

に表示されない現象を修正しました。 

 申請データ入力画面で、根抵当権の表示に必要な情報を入力後、オンライン申請書を作成してく

ださい。 

 

Ver.2025.0722.1000 で作成した場合 

 

 

Ver.2025.0814.1500 で作成した場合 

 

 

  

「根抵当権の表示」の項目が申請書に表示されない 

「根抵当権の表示」の項

目が申請書に表示される 
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２．当事者選択画面の生年月日の列の表示方法を統一しました。 

 すべての登記の目的で当事者の生年月日を登記事項とするにチェックをすると生年月日の列が表

示されるように改修しました。 

  

 

３．信託登記の目的選択で「所有権移転及び信託」の目的で申請データ作成した場合は、検

索用情報の入力ができないように変更しました。 

 ※理由は権利者で申請書を作成しますが、受託者として登記されるため、受託者は検索用情報の

通知ができないため、検索用情報の列を非表示に変更しています。 

 

 

４．当事者選択画面の（出力内容）で選択した文字列の表示位置を氏名の前から住所の前に

変更しました。 

 法務省から検索用情報を通知する場合に氏名の先頭に（申請人）などを表示せずに住所の先頭に

表示するように協力要請がありましたので、弊社のソフトは表示位置を統一するため、検索用情報

がなくても、全ての登記の目的で住所の前に（申請人）を表示するように改修しました。 

※既にオンライン申請書を作成済みの場合、申請書を上書きせずに送信した場合は氏名の先頭に表

示されます。 
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Ver.2025.0722.1000 で作成した場合 

 

 

Ver.2025.0814.1500 で作成した場合 

 

 

 

（申請人）は氏名の前に表示される 

（申請人）は住所の前に表示される 


